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1 

風水害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第２節 計画の性格 第２節 計画の性格 

 １ ［略］ １ ［略］ 

 ２ 市域にかかる防災に関する事項は、災害対

策基本法第 42 条の規定に基づいて作成されて

いる「釜石市地域防災計画」に定めるところ

であるが、前節の計画の目的に対応するた

め、その固有な事項についてこの計画を「釜

石市水防計画」として策定するものである。 

２ 市域にかかる防災に関する事項は、災害対

策基本法第 42 条の規定に基づいて作成されて

いる「釜石市地域防災計画」に定めるところ

であるが、前節の計画の目的に対応するた

め、その固有な事項についてこの計画を「風

水害対策」編（釜石市水防計画）として策定

するものである。 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 

 

  



2 

風水害対策編 第２章 水防組織 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第２節 釜石市水防本部 第２節 釜石市水防本部 

 釜石市水防本部（以下「水防本部」という。）

は、危機管理監防災危機管理課（釜石市役所 電

話 22-2111 内線 109、114、118、159）に置き、

その組織は「釜石市災害警戒本部」によるものと

する。 

なお、関係各課の防災活動においては、所管の

情報収集のほか必要な応急対策の実施にあたるも

のとする。 

釜石市水防本部（以下「水防本部」という。）

は、危機管理監防災危機管理課（釜石市役所 電

話 22-2111 内線 109、114、118）に置き、その

組織は「釜石市災害警戒本部」によるものとす

る。 

なお、関係各課の防災活動においては、所管の

情報収集のほか必要な応急対策の実施にあたるも

のとする。 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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風水害対策編 第２章 水防組織 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第５節 県水防本部並びに沿岸広域振興局水防

隊への連絡 

第５節 県水防本部並びに沿岸広域振興局水防隊

への連絡 

 県水防本部への情報連絡並びに雨量及び水位の

連絡、その他水防に関する一切の事項は、沿岸広

域振興局水防隊に連絡するものとする。 

ただし、危険が切迫していると認められると

き、または破提のために避難を要する等の場合

は、次の機関に直接連絡するとともに、県水防本

部にも連絡するものとする。 

県水防本部への情報連絡並びに雨量及び水位の

連絡、その他水防に関する一切の事項は、沿岸広

域振興局水防隊に連絡するものとする。 

ただし、危険が切迫していると認められると

き、または破提のために避難を要する等の場合

は、釜石警察署に直接連絡するとともに、県水防

本部にも連絡するものとする。 

 釜石警察署       電話 25-0110 

ＮＨＫ盛岡放送局    電話 019-626-8826 

㈱ＩＢＣ岩手放送    電話 019-623-3141 

㈱テレビ岩手      電話 019-623-3530 

㈱岩手めんこいテレビ  電話 019-656-3303 

㈱岩手朝日テレビ    電話 019-629-2525 

㈱エフエム岩手     電話 019-625-5511 

 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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風水害対策編 第２章 水防組織 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第６節 執務時間外における連絡 第６節 執務時間外における連絡 

 ［略］ ［略］ 

 関係公署等電話番号一覧 関係公署等電話番号一覧 

 公 署 名 電話番号 備 考 

［略］ 

釜石市役所 ［略］ 

釜石市水防本

部（危機管理

監防災危機管

理課） 

22-2111 内線

109,114,118,159 

 

公 署 名 電話番号 備 考 

［略］ 

釜石市役所 ［略］ 

釜石市水防本

部（危機管理

監防災危機管

理課） 

22-2111 内線

109,114,118 

 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 

 

  



5 

 

風水害対策編 第３章 堤防及び重要水防箇所等の巡視 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第３節 土砂災害危険箇所 第３節 土砂災害警戒区域等 

 市内「土石流危険渓流」または「急傾斜地崩壊

危険区域」のうち、特に危険と認められる箇所に

ついて、巡視警戒を厳重にするものとする。 

市内「土砂災害警戒区域」または「土砂災害特

別警戒区域」のうち、土砂災害が発生する恐れが

高い箇所について、巡視警戒を厳重にするものと

する。 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 



6 

風水害対策編 第３章 堤防及び重要水防箇所等の巡視 

頁 現   計   画 修   正   案 

  第５節 日向ダムからの操作・放流連絡 第５節 日向ダムからの操作・放流連絡 

 

 
 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 

  



7 

風水害対策編 第４章 ひ門、ひ管並びに閘門の操作 

頁 現   計   画 修   正   案 

  第３節 閘門 第３節 閘門 

 １・２ [略] １・２ [略] 

 ３ 津波、高潮の際における門扉、水門等の操作

は、門扉、水門等の管理者又は当該門扉、水門

等の操作を委託された者によるものとし、操作

についての連絡は、「操作連絡系統図」のとお

りとする。 

※ 東日本大震災の津波により故障し操作不能と

なっている門扉、水門等については、当該施

設が復旧し、当該施設毎の操作規則等が定め

られるまでの間は、操作は行わないものとす

る。 

３ 津波、高潮の際における門扉、水門等の操作

は、門扉、水門等の管理者又は当該門扉、水門

等の操作を委託された者によるものとし、操作

についての連絡は、「操作連絡系統図」のとお

りとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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風水害対策編 第６章 雨量、水位の通報並びに警戒水位 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第１節 岩手県所管の観測通報 第１節 岩手県所管の観測通報 

 氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき、岩手

県は水防管理団体へ水位情報をＦＡＸ等により通

報し、送達を確認する。その他、県土整備部河川

課ホームページ（岩手県河川情報ホームページ）

上に毎時雨量、水位データが掲載される。ただ

し、回線が途絶した場合、また状況により沿岸広

域振興局土木部及び日向ダム管理事務所から、以

下の通報要領により水防管理者及び関係機関へ観

測値が通報連絡される。 

氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき、岩手

県は水防管理団体へ水位情報をＦＡＸ等により通

報し、送達を確認する。ただし、岩手県河川情報

システムおよびいわてモバイルメール等により通

報された場合は、それに替えることができるもの

とする。 

その後については、雨量、水位ともに岩手県河

川情報システム及び携帯電話版岩手県河川情報ホ

ームページ（以下、岩手県河川情報ホームページ

等）に掲載することにより、岩手県から関係機関

及び地域住民へ通報するものとみなす。ただし、

回線が途絶した場合、または状況により、沿岸広

域振興局土木部及び日向ダム管理事務所から、以

下の通報要領により水防管理者及び関係機関へ観

測値が通報連絡される。 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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風水害対策編 第６章 雨量、水位の通報並びに警戒水位 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第２節 雨量の観測箇所並びに通報連絡 第２節 雨量の観測箇所並びに通報連絡 

 雨量の観測箇所は盛岡地方気象台、沿岸広域振

興局土木部及び釜石市管轄の観測所とし、各観測

施設の管理者は、気象注意報等の通知を受けたと

き、または大雨の恐れがある場合には、次の雨量

通報要領により、「連絡系統図」に基づいて、水

防管理者及び関係機関へ連絡するものとする。 

雨量の観測箇所は盛岡地方気象台及び沿岸広域

振興局土木部管轄の観測所とし、各観測施設の管

理者は、気象注意報等の通知を受けたとき、また

は大雨の恐れがある場合には、次の雨量通報要領

により、「連絡系統図」に基づいて、水防管理者

及び関係機関へ連絡するものとする。 

 ⑴ 雨量観測箇所（気象観測施設） ⑴ 雨量観測箇所（気象観測施設） 

 

  

 ⑵ 水位観測所（水位観測施設） ⑵ 水位観測所（水位観測施設） 

 

 

 



10 

 

 

 

 観測施設設置機関等 関係公署電話番号一覧 観測施設設置機関等 関係公署電話番号一覧 

 公 署 名 電話番号 備 考 

沿岸広域振興

局水防隊（土

木部） 

25-2708 河川港湾課

（河川砂防チ

ーム、港湾チ

ーム） 

岩手県水防本

部（県土整備

部河川課） 

019-629-5901 河川海岸担当 

[略] 

釜石市役所 22-2111  

釜石市水防本

部（危機管理

監防災危機管

理課） 

22-2111 内線

109,114,118,

159 

 

公 署 名 電話番号 備 考 

沿岸広域振興

局水防隊（土

木部） 

27-5572 河川港湾課

（河川砂防チ

ーム、港湾チ

ーム） 

岩手県水防本

部（県土整備

部河川課） 

019-629-5905  

[略] 

釜石市役所 22-2111  

釜石市水防本

部（危機管理

監防災危機管

理課） 

22-2111 内線

109,114,118 

 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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風水害対策編 第６章 雨量、水位の通報並びに警戒水位 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第４節 水位の観測箇所並びに通報連絡 第４節 水位の観測箇所並びに通報連絡 

 水位の観測箇所は、礼ヶ口橋量水標、大浜渡

橋量水標、片岸橋量水標、下荒川橋量水標、長

内橋量水標とし、沿岸広域振興局土木部は、気

象注意報等の通知を受けたとき、または出水の

恐れがある場合には水位の変動を観測し、通報

水位に達した場合には、次の水位通報要領によ

り、第２節の「連絡系統図」に基づいて、水防

管理者及び関係機関へ連絡するものとする。 

水位の観測箇所は、第２節⑵のとおりとし、

沿岸広域振興局土木部は、気象注意報等の通知

を受けたとき、または出水の恐れがある場合に

は水位の変動を観測し、水位周知河川である甲

子川又は鵜住居川が通報水位に達した場合に

は、次の水位通報要領により、第２節の「連絡

系統図」に基づいて、水防管理者及び関係機関

へ連絡するものとする。 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 

  



12 

風水害対策編 第６章 雨量、水位の通報並びに警戒水位 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第５節 水位の通報要領 第５節 水位の通報要領 

 １ 水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位

（警戒水位）、避難判断水位（特別警戒水位）

は、第２節⑵のとおりとする。 

１ 水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位

（警戒水位）、避難判断水位、氾濫危険水位

（特別警戒水位）は、第２節⑵の水位観測所

のうち当該水位の定めがある場合のとおりと

する。 

 ２～４ [略] ２～４ [略] 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 

 

  



13 

風水害対策編 第７章 通信連絡 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第３節 伝令 （削る。） 

 近距離及び電話不通時等の連絡確保のため、

水防通信発着地点、量水導、雨量計設置場所、

水防倉庫、水防作業現場等には、連絡のための

車輌その他の施設を配置するものとする。 

 

   

修正 

理由 

○所要の修正  

 

 

  



14 

風水害対策編 第８章 水防上必要な気象予警報及び情報等の連絡 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第１節 水防上必要な気象予警報及び情報の

連絡 

第１節 水防上必要な気象予警報及び情報の連

絡 

  盛岡地方気象台から発表される気象予警報等

は、岩手県知事から「防災情報提供ネットワーク

システム」を通じて、水防管理団体である釜石市

並びに釜石大槌地区行政事務組合消防本部へ連

絡される。また、警報に関する事項は、東日本電

信電話株式会社から水防管理団体である釜石市

並びに釜石大槌地区行政事務組合消防本部に連

絡される。 

その他に水防本部及び消防団は、テレビ・ラジ

オ放送、インターネット等あらゆる手段を講じて

気象情報、水防に関する情報を把握するものとす

る。 

盛岡地方気象台から発表される気象予警報等

は、岩手県知事から「総合防災情報ネットワーク

システム」を通じて、水防管理団体並びに釜石大

槌地区行政事務組合消防本部へ連絡される。ま

た、警報に関する事項は、東日本電信電話株式会

社から水防管理団体並びに釜石大槌地区行政事

務組合消防本部に連絡される。 

その他に水防本部及び消防団は、テレビ・ラジ

オ放送、インターネット等あらゆる手段を講じて

気象情報、水防に関する情報を把握するものとす

る。 

   

修正 

理由 

○所要の修正 

 



15 

風水害対策編 第 10 章 決壊の通報、避難立退及び救助 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第２節 避難及び立退 第２節 避難及び立退 

 分団長は、堤防巡視中急激に増水し、または著

しい事態の悪化の恐れがあり、危険が切迫してい

るときは、直ちに水防管理者及び消防団長に報告

し、水防管理者の命令により必要と認める地域の

住民に対し、避難及び立退を指示（報告のいとま

がないときは分団長において）することができる

ものとする。この場合、避難の指示または勧告等

の発令については、「釜石市地域防災計画」に定め

る基準に基づき行うものとする。 

水防管理者は、その地域の住民に対し避難及び

立退を指示する場合には、釜石警察署長にその旨

を通知する。 

分団長は、避難及び立退を指示したときは、「釜

石市地域防災計画」に定める「緊急避難場所等」

に避難誘導するものとする。 

立退指示方法は、サイレン、警鐘、自動車、電

話、放送、防災行政無線または駆足連呼等、迅速

かつ確実に地域住民に周知するものとする。 

分団長は、堤防巡視中急激に増水し、または著

しい事態の悪化の恐れがあり、危険が切迫してい

るときは、直ちに水防管理者及び消防団長に報告

し、水防管理者の命令により必要と認める地域の

住民に対し、避難及び立退を指示（報告のいとま

がないときは分団長において）することができる

ものとする。この場合、避難指示等の発令につい

ては、「釜石市地域防災計画」に定める基準に基づ

き行うものとする。 

水防管理者は、その地域の住民に対し避難及び

立退を指示する場合には、釜石警察署長にその旨

を通知する。 

分団長は、避難及び立退を指示したときは、「釜

石市地域防災計画」に定める「緊急避難場所等」

に避難誘導するものとする。 

立退指示方法は、サイレン、警鐘、自動車、電話、

放送、防災行政無線または駆足連呼等、迅速かつ

確実に地域住民に周知するものとする。 

   

修正 

理由 

○所要の修正 
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風水害対策編 第 11 章 自衛隊派遣要請 

頁 現   計   画 修   正   案 

 １ 水防管理者は、洪水または高潮等に際しその

被害が甚大であると予想され、水防管理団体の

みでは災害を防止することができず、人命また

は財産の保護のため必要があると認める場合

には、自衛隊法第83条の規定に基づき、岩手県

知事に対し自衛隊の派遣を要請することがで

きるもとする。 

１ 水防管理者は、洪水または高潮等に際しその

被害が甚大であると予想され、水防管理団体の

みでは災害を防止することができず、人命また

は財産の保護のため必要があると認める場合

には、自衛隊法第83条の規定に基づき、岩手県

知事に対し自衛隊の派遣を要請することがで

きるものとする。 

 ２ 状況が緊迫し、水防管理者が岩手県知事に

連絡するいとまがなく、真に事情の止むを得

ない場合に限り、緊急措置として水防管理者

が直接自衛隊に対し、岩手県知事を経由でき

ない事由を附して、派遣を要請することがで

きるものとする。 

２ 状況が緊迫し、水防管理者が岩手県知事に

連絡するいとまがなく、真に事情の止むを得

ない場合に限り、緊急措置として水防管理者

が防衛大臣又はその他指定部隊に対し、その

旨及び災害の状況を通知できるものとする。 

 ３ ［略］ ３ ［略］ 

   

修正 

理由 

○所要の修正 
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風水害対策編 第 14 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

頁 現   計   画 修   正   案 

  第１節 洪水対応 第１節 洪水対応 

 １ 浸水想定区域の指定 １ 浸水想定区域の指定 

  ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 河川名 浸水想定公表 

時点 

指定・公表 

機関 

甲子川 平成22年３月

12日 

岩手県 

鵜住居川 平成20年６月

20日 

岩手県 

 

河川名 浸水想定公表 

時点 

指定・公表 

機関 

甲子川 令和元年５月

24日 

岩手県 

鵜住居川 令和元年５月

24日 

岩手県 

小川川 令和５年３月

24日 

岩手県 

 

  ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 

 ２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 ５ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保の

ための措置に関する計画の作成等 

５ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保の

ための措置に関する計画の作成等 

 法第15条第１項の規定により釜石市地域防災

計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定

めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成するとともに、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保のため

の訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう

努めるものとする。 

法第15条第１項の規定により釜石市地域防災

計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定

めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成し、これを釜石市長に報告するとともに公表

し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施し

なければならない。また、自衛水防組織を置くよ

う努めるものとする。 

 ６ ［略］ ６ ［略］ 

   

修正 

理由 

○所要の修正 
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風水害対策編 第 14 章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

頁 現   計   画 修   正   案 

  第２節 津波対応 第２節 津波対応 

 １ ［略］ １ ［略］ 

 ２ 避難促進施設に係る避難確保計画 ２ 避難促進施設に係る避難確保計画 

 津波防災地域づくりに関する法律第54条第１

項の規定により釜石市地域防災計画に名称及び

所在地を定められた地下街等又は社会福祉施設、

学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設のうち、その利用者の津

波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保

するための体制を計画的に整備する必要がある

もの（以下「避難促進施設」という。）の所有者又

は管理者は、単独で又は共同して、避難訓練その

他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時に

おける円滑かつ迅速な避難の確保を図るために

必要な措置に関する避難確保計画を作成し、これ

を釜石市長に報告するとともに、公表するものと

する。 

津波防災地域づくりに関する法律第71条第１

項の規定により釜石市地域防災計画に名称及び

所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者

又は管理者は、国土交通省令で定めるところによ

り、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓

練その他の措置に関する計画を作成し、これを釜

石市長に報告するとともに公表し、当該要配慮者

利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避

難の確保のための訓練を実施しなければならな

い。また、自衛水防組織を置くよう努めるものと

する。 

 ［略］ ［略］ 

   

修正 

理由 

○所要の修正 

 

 


